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研究成果の概要（和文）：　インクルーシブ教育の理念は、日本の障害児教育法制の法原理になったと考えられるが、
それを構成する〈共生・包容〉と〈教育の質・適切性〉 の保障、合理的配慮の解釈をめぐって混沌とした状況が続い
ている。たとえば、文科省は「インクルーシブ教育」、「合理的配慮」を制度に反映するにあたって、既存の制度を前
提とした日本特有の意味づけを行っており、共生・包容の目的が後退せざるを得ない仕組みを想定していると考えられ
る。
　本研究においては、アメリカの障害児教育法制におけるインクルーシブ教育、合理的配慮の在り方を素材として、文
科省が示す「インクルーシブ教育」、「合理的配慮」の特殊性について分析を行った。

研究成果の概要（英文）： The Convention on the Rights of Persons with Disabilities states that States 
Parties shall ensure that “effective individualized support measures are provided in environments that 
maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion” under the 
inclusive education system. In Japan, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT) introduced an idea of the inclusive education into the system of Japanese Special Needs Education, 
but it did not aim at full inclusion.
 This study clarifies that MEXT’s inclusive education is not consistent with the original goal of 
inclusive education. For the purpose, I shall compare the legal system of special education of Japan with 
that of the U.S..

研究分野： 行政法、障害児教育法

キーワード： 障害児教育法　特別支援教育　インクルージョン　インクルーシブ教育　合理的配慮　アメリカ合衆国
障害者教育法(IDEA)　学校教育法　適切性

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)背景 
 2012 年の研究開始当初、2008 年に発効し
た障害者権利条約の批准を目指し、国内法の
整備が進められていた。障害児教育法の領域
においては、権利条約のインクルージョンと
合理的配慮の理念を、日本法のなかにいかに
取り入れるかということが主要な問題であ
った。 
 当時、日本の障害児教育法制においては、
義務教育の段階で、障害を有する児童は、原
則特別支援学校に在籍するという、分離教育
の制度がとられていた。市町村の教育委員会
が特別の事情があると認める場合のみ、「認
定就学者」(旧学教法施行令 5①二)として小
学校又は中学校に就学することができると
いう仕組みがとられていたのである。 
(2)動機 
 日本において条約を批准する場合、その主
要な理念であるインクルージョン等は、国内
法の法原理になる。したがって、日本におい
てインクルーシブ教育を実現するにために
は、どのような制度的仕組みを構築するべき
か検討を行う必要性があると考え、本研究に
取り組んだ。 
 報告者は、平成 21 年度若手研究 B『障害
者教育法における「合理的配慮」義務の射程』
(研究代表者)、平成 22 年度基盤研究 A『自律
論・差別論・正義論を基盤とした障害者法学
の構築』(研究分担者)においても、障害児教
育法制の検討を進めてきた。障害児教育法の
論点は多岐にわたるが、本研究においては、
特にインクルージョンに焦点をおくことと
した。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、アメリカ法との比較研究
により、日本の障害児教育法制の中に「イン
クルージョン」、「適切性」、「合理的配慮」の
理念を導入するための示唆を得ることであ
る。 
アメリカ合衆国においては、障害児の約

50％が通常学級に在籍しているが、障害者基
本 法 (Individuals with Disabilities 
Education Act:以下 IDEA)においては、イン
クルージョン等の文言は明記されていない。
IDEA はインクルージョンではなく、「最も制
限 の な い 環 境 (Least Restrictive 
Environment:以下 LRE)の原則」を用いるこ
とで、インクルーシブ教育を進めてきた。当
初の研究目的は、アメリカ合衆国において、
LRE の原則がとられてきた理由、またインク
ルーシブ教育を推進するに際して、この原則
がどのように機能してきたのかということ
を、明らかにして、日本法への示唆を得るこ
とであった。 
研究を遂行する過程で、日本においては、

障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の
制定、障害者基本法、学校教育法施行令の改
正が行われた。これらの流れを経て、インク

ルーシブ教育の理念は、日本の障害児教育法
制の法原理になったと考えられるが、それを
行使する〈共生・包容〉と〈教育の質・適切
性〉の保障等をめぐっては、混沌とした状況
が続いている。 
たとえば、2013 年に学校教育法施行令が

改正され、上記の認定就学者制度が廃止され、
新たに認定特別支援学校就学者制度が導入
され、法の仕組みの上では、日本の障害児教
育法制においてもインクルージョンの理念
が導入されることになった。しかしながら、
文科省は「インクルーシブ教育」を制度に反
映するにあたって、既存の制度を前提とした
日本特有の意味づけを行っており、共生・包
容の目的が後退する恐れのある仕組みを想
定していると考えられる。 
したがって、本研究においては、最終的に、

アメリカ合衆国の障害児教育法制における
インクルーシブ教育のあり方を素材として、
文科省が示す「インクルーシブ教育」の特殊
性を明らかにすることを目的とした。 
  
３．研究の方法 
 アメリカ合衆国の障害児教育法制、日本の
障害児教育法制におけるインクルーシブ教
育・合理的配慮のあり方を示した上で、両者
の比較分析を行い、日本法への示唆を得た。
具体的には、下記の項目について検討行った。 
 
(1)アメリカ合衆国の障害児教育法制 
①障害児教育法制の沿革を調査する。アメリ
カ合衆国の障害児教育法制においては、IDEA
とリハビリテーション法504条が根拠法とな
っており、これらの制定過程、実施状況、訴
訟における両者の関係について検討を行っ
た。 
②IDEA の LRE の原則について検討を行う。
IDEA には、「無償かつ適切な教育」等主要な
原則が複数存在するが、インクルーシブ教育
に直接かかわるのは、LRE の原則である。IDEA
において、インクルージョン等の文言ではな
く、LRE の原則が用いられた理由、LRE の原
則をめぐる裁判例について検討を行い、アメ
リカ合衆国におけるインクルージョンの法
制度上の限界について検討を行った。 
 
(2)日本の障害児教育法制 
①障害児教育法制の変遷について検討を行
った。特に、認定就学者制度から特別認定就
学者制度への変更が行われた、2013 年の学校
教育法施行令の改正に焦点をおいて検討し
た。 
②インクルーシブ教育についての、障害者差
別解消法と文科省の見解について比較検討
を行った。文科省の見解の特殊性について検
討した。 
 
４．研究成果 
 実現されていくべき現行法規範の中には、
原理のレベルと制度的仕組みのレベルが存



在するとされる 。法原理は単なる理念や思
想的概念ではなく、現行法制にあるべき基本
的考え方をはっきりさせるもので、それが確
認されれば以後にできるだけ制度化されて
いくべき規範的要請・義務付けがなされるこ
とになる 。2013 年の障害者権利条約批准、
障害者差別解消法の成立、学校教育法施行令
改正等を経て、インクルーシブ教育の理念は、
障害児教育法制において法原理となったと
考えられる。したがって、制度的仕組みを構
築する上うえで、法原理たるインクルーシブ
教育の拘束を受けることになるのであるが、
中教審の「報告」は、インクルーシブ教育を
構成する共生・包容の原理の実現を積極的に
行わない傾向があり、インクルーシブ教育を
本来のものとは異なる理念として捉えよう
としていることが明らかになった。また、合
理的配慮の理念についても、「人」ではなく
「場」を基準として判断を行うなど本来とは
異なる解釈を示しており、合理的配慮に伴う
過度な負担の概念については十分な検討を
行っていないことが明らかになった。 
 こ れに対 し て、ア メ リカ合 衆 国 の
EAHCA/IDEA の立法者は、インクルーシブ教育
を目的としながらも、障害の程度によっては
共生・包容が不可能なケースがあることから、
あえてインクルージョン等の文言を用いず
に、LRE の原則によって最大限可能な限り、
通常学級において適切な公教育を保障する
という仕組みを設けた。合理的配慮について
も、過度な負担を理由として、適切な教育の
保障に制限を課すことをさけるために、明文
化していない。インクルージョンや合理的配
慮の言葉を慎重に解釈し、法規上適用しなか
ったのは、共生・包容と教育の質・適切性を
共に保障するというインクルーシブ教育の
理念を、実質的に実現することを目的とした
からだと考えられる。 
 教育を受ける権利のとらえ方が日本法と
アメリカ法との間で異なること、アメリカ合
衆国において IDEA が制定された時点と日本
においてインクルーシブ教育の理念が導入
された時点を比べた場合、前者においては特
別支援学校に該当する施設が整備されてい
なかったが、後者においては特別支援学校が
高度に整備されていた等、事実上の背景も異
なることからすれば、IDEA に関わるアメリカ
の経験から得られる示唆は限定されるのか
もしれない。しかしながら、合理的配慮とイ
ンクルーシブ教育については、少なくとも次
のような示唆が得られると考えられる。 
IDEA が、教育原理がそもそも差別概念にな

じまないということ(個々人が必要とする適
切な教育の質は、等しくなり得ないという理
由に基づく)、および適切な教育の保障に過
度な負担による制限が課されてはならない
という理由から、合理的配慮の理念を用いな
かったことは、障害児教育法制に合理的配慮
の射程が及ばない場合があるということを
示している。 

日本の障害児教育法制は、学習権、発達権
保障の観点から、教育の質・適切性を重視し
ているが、特に発達権の保障を前提に考える
のであれば、適切な教育の保障に制限を課す
ことに慎重でなければならない。中教審「報
告」のように、発達権保障を前提として教育
の質・適切性を強く重視するのであればなお
のこと、その限界を示す過度の負担の原理を
伴う合理的配慮の射程について慎重に検討
する必要があるのではなかろうか。また、イ
ンクルーシブ教育を法原理として捉えるの
であれば、LRE の原則のように、共生・包容
の実現を図る原理を法制化していくことも
今後の重要な課題であるということが明ら
かになった。 
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